
リハビリスタッフがご自宅や施設などへ訪問し、以下のような支援を行
うことで安全かつ充実した自宅生活が送れるように支援していきます。

・健康管理・身体機能・認知機能の向上に向けたリハビリ
・日常生活の練習やアドバイス・福祉用具、住宅改修の提案
・自主練習の指導・外出の支援・趣味活動の支援など

～ご利用までの流れ～
介護保険をお持ちの方

担当ケアマネジャーに相談

介護保険をお持ちでない方
は、申請が必要になります。

麻績村在住の方

麻績村役場の介護保険係
電話番号：0263－67－3001

筑北村在住の方

筑北村役場の住民福祉課
電話番号：0263－66－2111

訪問リハビリとは？

～このような方々におすすめです～

・病気やケガによる症状や後遺症で悩んでいる方（脳卒中、
パーキンソン病などの神経難病、骨折、内部疾患、廃用症
候群、その他の症状など）。
・退院後で生活に不安がある方。
・転倒への不安や体力の低下を感じている方。
・介護の負担が大きくてお悩みの方。
・腰や膝などの痛みに悩んでいる方。
・手すりの設置や段差の解消などをお考えの方。

介護保険取得

玉井医院受診
玉井医師より許可

※かかりつけ医が他院の方はご相談下さい。

在宅面談・契約

利用開始



転びやすくなった

介護が大変で…

腰や膝が痛くて…

外出が不安で…

リハビリを行うことで改善
が図れるかもしれません。
是非一度ご相談下さい。

最近こんなことありませ
んか？

お風呂が不安で…

〇ご連絡先

医療法人社団玉井会 玉井医院

訪問リハビリテーションきぼう

電話番号：

０８０－１２３３－３５１３

受付時間：

午前８：００～午後５：００

・担当：稲葉 一 (平日のみ)

基本料金：１回(20分) ３０７円
最大で週６回(120分)まで。
但し、退院後３ヵ月以内
は週１２回（240分）まで
利用可能。

加算：サービス提供体制強化加算
１回３円
リハビリテーションマネジメ
ント加算 月１８０円～
短期集中リハビリテーション
実施加算1日 ２００円など

※上記の金額は介護保険での負担割
合が1割の場合です。

例：週１回（４０分）のリハビリを
月４回受けた場合（負担割合１割）
合計２６８４円 ※加算の算定状

況や利用回数によって変動します。

玉井医院が
訪問リハビリ
を始めました

～訪問エリアについて～
・麻績村
・筑北村
・その他の地区の方も一
度ご相談下さい。

～料金について～


